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 新潟市は、信濃川河口西岸の湊町として、古く

から栄えてきました。

明治 20（1887）年、日本最初の近代水道が横浜

に誕生し、本市でもコレラの流行や度重なる大火

の発生から、水道布設を望む声が次第に高まって

きました。このため、本市は明治 27（1894）年に

内務省顧問技師のW.K.バルトンに、同 32（1899）

年には同省技師の中島鋭治に、それぞれ水道建設

の調査を委嘱しました。しかし、工事費が巨額な

ことから実現には至りませんでした。

明治 33（1900）年、本市は上水道布設調査委員

会を設置し、翌 34年、あらためて内務省技師・土

田鉄雄と新潟県技師・加藤与之吉に調査を委嘱し

ました。この土田・加藤両技師の計画案が本市創

設水道の原型となります。その後、日露戦争が終

わった翌年の明治 39（1906）年、国へ水道布設の

認可申請を行い、翌 40年に認可を得ました。

明治 41（1908）年、本市は水道部を設置し、創

設工事の準備を整えたのち、南山配水所の用地で

起工式を行いました。

工事は 2 年あまりの歳月をかけて完了し、明治

43（1910）年 10 月 1 日、関屋浄水所で喜びの通

水式が行われました。こうして、全国で 19番目の

近代水道が新潟の地に誕生したのです。

●関屋浄水所のポンプ室

●水道布設認可書

●南山配水所

●市内配水線路図（創設時）

新潟市水道創設 110 年のあゆみ 

創設 近代水道の誕生 

江戸時代～明治 43（1910）年
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 本市の給水量は、市勢の発展とともに伸び続け

たため、大正 11（1922）年には水道拡張調査会を

設置し、第 1 回拡張事業に向けて動き出します。

昭和 3（1928）年に国から事業認可が下りて工事

に着手。用地買収の難航はありましたが、工期は

それほど遅れることなく、昭和 6（1931）年に完

了しました。この拡張事業で、寺地取水所と青山

浄水所を新設するとともに、沼垂地区の共用栓給

水を専用栓給水に切り替えました。

昭和に入ってからも給水量は伸び続け、戦火を

免れたことによる人口増加に伴う給水の需要に対

して、夏場には長時間にわたる給水制限を行って

いました。市民から拡張を望む声も上がりました

が、資金がなく思うに任せませんでした。ついに

は、昭和 23（1948）年に進駐軍新潟軍政部から拡

張勧告を受けるに至り、万難を排して第 2 回拡張

事業に踏み切りました。工事は昭和 26（1951）年

に完了。青山浄水所に当時は珍しかった急速ろ過

池を導入しました。

●共用栓（平成 26（2014）年に信濃川浄水場構内

から水質管理センターへ移設） 

●青山浄水所の沈でん池と緩速ろ過池（新設時）

●第 1回拡張事業完成の記念碑

（昭和 7［1932］年 2月青山浄水場構内に建立）

 「恵
けい

澤
たく

無
む

窮
きゅう

」（恵みは果てしなく）

成長Ⅰ 第１回・第２回拡張事業 

大正 3（1914）年～昭和 26（1951）年
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 昭和 27（1952）年は、本市水道事業にとって記

念すべき年となりました。まず、同年 3 月に水道

課が市役所庁舎の一室から川岸町 2 丁目の独自庁

舎に移転します。そして、8月に地方公営企業法が

公布され、10 月、その全面適用を受けて水道課は

水道局として生まれ変わりました。

 昭和 28（1953）年の町村合併促進法施行を機に、

近隣町村との合併が相次ぎ、本市は目覚ましい発

展を続けていました。当然、水需要の伸びも著し

く、東新潟の管末地域で断水することがしばしば

ありました。水道局はこの事態を解消するため、

昭和 30（1955）年、信濃川右岸に鳥屋野浄水所を

新設することを骨子とした第 3 回拡張事業計画を

策定しました。同年に事業認可が下りると、工事

は急ピッチで進められ、昭和 32（1957）年に鳥屋

野浄水所で一部給水を開始しました。その後、給

水区域の拡大に対応するため、3回の計画変更を行

いながら昭和 38（1963）年に全工事を完了しまし

た。

 また、坂井輪、内野、赤塚など西南地区の宅地

化に伴う水需要の増加には、青山浄水所増補改良

事業で対応することとし、昭和 35（1960）年に工

事着手、同 39（1964）年に完了しています。

●川岸町庁舎

●鳥屋野浄水所

●鳥屋野浄水所構内の変電所

●昭和 31（1956）年の指定工事店（公認業者）制

度の採用により、同年に実施された主任配管工試

験

成長Ⅱ 水道事業の新たな一歩と第３回拡張事業 

昭和 27（1952）年～昭和 39（1964）年
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 昭和 39（1964）年 6月 16日、午後 1時 2分、

本市はマグニチュード 7.5 の大地震に襲われまし

た。地下埋設物である水道管は、総延長 470 ㎞の

うちの 68％が被害を受け、全市断水という非常事

態に陥りました。

 水道局は、関屋浄水所に応急給水本部を置き、

施設の被害調査や給水車の手配に奔走しました。

同日午後 9 時から運搬給水を開始し、未明までそ

の作業は続けられました。

 一方、政府は、地震発生と同時に新潟地震非常

災害対策本部を設け、災害救助法の適用を決定し

ました。日本水道協会も、常任理事都市と連絡を

取り合い、応援隊の派遣や復旧資材の手配を進め

ました。翌日以降は、自衛隊、東京都、名古屋市

をはじめ各都市からの応援隊が続々と到着したこ

とで、運搬給水を軌道に乗せることができました。

応急復旧は、当初、修理通水によって通水エリ

アを拡大していきましたが、激震地に入ると作業

は難航し、6月 25日には仮設配水管と共用栓によ

る通水に方針転換しました。こうして、西新潟は 7

月 15 日に、東新潟は同月 30日に共用栓設置を終

えました。その後、各戸給水工事が本格化し、9月

15 日にはほぼ全市が各戸給水を回復しました。残

った山の下地区は、水圧が低かったことから配水

本管の布設を待ってようやく給水工事に着手する

状態で、完了したのは 11月 30日のことでした。

恒久復旧は、地震の教訓を基に将来計画を考慮

した、改良復旧とする方針を立てました。工事は

昭和 41（1966）年 3月に完了し、配水ブロックシ

ステムを採用するなど、今日の管路整備構想の礎

が築かれました。

●昭和大橋の落橋

●配水管地区別被害率図

●青山浄水所入口付近の導水管復旧

試練 新潟地震 

昭和 39（1964）年～昭和 41（1966）年
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 昭和 38（1963）年、新潟地区の新産業都市計画

が閣議決定され、商工業が活性化し、市勢は目覚

ましい進展を遂げました。水道もこれに対応した

長期的展望に立った計画が必要となり、施設能力

をそれまでの 10万㎥／日から 3倍の 30万㎥／日

に増強する、第 4回拡張事業に着手しました。

 工事は、新潟地震で一時中断しましたが、復旧

後に再開します。同時期に、県から鳥屋野潟一帯

の治水事業として、親松に排水機場を建設する計

画の発表がありました。水道局では、急きょ取水

地点を潟水放流地点より上流に、信濃川取水場と

して移転することを決め、昭和 44（1969）年に移

転工事を完了しました。青山浄水場拡張工事は、

47（1972）年 6月に完了し、遠方監視制御システ

ムと 15万㎥／日の能力が備わりました。

阿賀野川浄水場建設工事では、昭和 49（1974）

年の第 1期工事完了で通水を開始し、同 52（1977）

年の第 2 期工事完了で 7 万㎥／日の能力が備わり

ました。翌 53（1978）年、15 年間の長期にわた

って進めてきた第 4 回拡張事業はすべてを完了し

ました。

 簡易水道の水量不足や水質悪化が問題となって

いた松浜、濁川など北部地区は、昭和 51（1976）

年完了の北部水道事業で対応。島見町、白勢町な

ど南浜地区は、同 57（1982）年完了の南浜地区拡

張事業で対応しました。これで、普及率はほぼ

100％になりました。

 昭和 50年代、安定経済成長下の水道は、給水量

の伸びも穏やかになり、量の確保から質の向上の

時代へと移行していきます。その中で、いち早く

昭和 54（1979）年に最新検査機器を備えた水質管

理センターを建設し、水質管理体制の強化を図り

ました。

●昭和 43（1968）年完成の本局庁舎（関屋浄水場

構内）

●水質管理センター（青山浄水場構内）

発展 第４回拡張事業、市民皆水道へ 

昭和 38（1963）年～昭和 58（1983）年
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 昭和 60年代に入っても、本市の一般家庭の水需

要は着実な伸びを示していました。このままでは、

平成 7 年度には 3 万㎥／日の水不足が予想された

ため、これを補うべく第 5 回拡張事業を計画しま

した。昭和 63（1988）年に事業認可を得て、同年

に工事着手。平成 3（1991）年に竹尾配水場が通

水し、翌年 3 月に阿賀野川浄水場増補改良工事が

完了しました。

平成 4（1992）年、厚生省は水質基準の大幅な

見直しを行いますが、本市は 85の検査項目すべて

を自己検査できるよう態勢を整えました。ほかに

も、施設の耐震化や配水管整備、漏水防止などに

も積極的・継続的に取り組みました。

水需要は平成 8年度をピークに減少傾向に転じ、

財政運営が厳しさを増していく中で、昭和 30～40

年代に建設された施設の更新時期を迎えることに

なりました。昭和 32（1957）年に通水した鳥屋野

浄水場は、老朽化が著しく、敷地の狭さから抜本

的更新が不可能であることから、新たに用地を購

入して移転することにしました。設計にあたって

は、単に代替施設と捉えるだけでなく、21 世紀を

担う基幹浄水場と位置づけ、安全な水の安定供給

はもとより、自然エネルギーの利用をはじめとす

る環境への配慮、維持管理コストの低減などを基

本理念としました。平成 12（2000）年に工事着手、

名称を信濃川浄水場として平成 17（2005）年に完

成しました。

●阿賀野川浄水場では、沈でん池・ろ過池を増設

したほか天日乾燥床を採用

●信濃川浄水場

●信濃川浄水場沈でん池に設置した太陽光発電パ

ネル

安定 第５回拡張事業と信濃川浄水場建設事業 

昭和 60（1985）年～平成 17（2005）年
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 本市は平成 13（2001）年 1 月に黒埼町と合併、

平成 17（2005）年の 3月には新津市・白根市・豊

栄市・小須戸町・横越町・亀田町・岩室村・西川

町・味方村・潟東村・月潟村・中之口村の 12市町

村と合併し、さらに 10月に巻町と合併しました。

本市水道は、事業統合で給水人口 81万人に達し、

本州日本海側最大規模の水道となりました。

浄配水場施設は旧市町村の水道施設をそのまま

引き継いだことで、平成 17（2005）年 10 月時点

で、浄水場が 3カ所から 13カ所に、配水場が 4カ

所から 17カ所にそれぞれ増えました。

この中には、設備の老朽化が進んでいる施設や、

施設能力が 1万㎥/日以下の小規模な施設もあり、

維持管理費の増加も懸念されました。

広域化によるスケールメリットを最大限に発揮

するためには、各施設の老朽度や施設規模、立地

条件などの多角的な視点から施設再編を実施し、

将来の水需要の動向に対応して、施設規模の効率

化を図り、ダウンサイジングを前提とした浄配水

施設の再編を行って、経営の効率化を図っていか

なければなりません。

本市の水需要が節水器具の普及や節水意識の浸

透のほか、生活様式の変化、人口減少などにより

平成 17（2005）年度をピークに減少を続ける中で、

平成 19（2007）年 3月には新潟市水道事業中長期

経営計画（マスタープラン）を策定し、その実施

計画に沿って浄・配水施設の適正化（統廃合）を

進めました。その結果、平成 27（2015）年 3月時

点までに、浄水場は 6カ所に、配水場は 13カ所と

なりました。

●水道管路施設情報 GISシステム（平成 14（2002）

年 4月稼働）

●水道局の総合電話受付窓口として平成 21

（2009）年に開設したお客さまコールセンター

●平成 22（2010）年 3月にしゅん工、同年 5月に

開所式を行った水道技術研修センター

拡大 市町村合併と浄配水施設の統廃合 

平成 13（2001）年～平成 27（2015）年
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頻発する災害に備えて 

新潟県内で平成 16（2004）年 10 月に発生した

中越地震や、平成 19（2007）年 7月の中越沖地震

の他、日本各地で大規模な災害が頻発する中、平

成 23（2011）年 3 月 11 日に発生した東日本大震

災はマグニチュード 9.0 を記録し、世界規模で見

ても観測史上最大級の地震であり、上水道におい

ては 3 月 13 日時点で 14 県約 140 万戸が断水の

状況となりました。

本市では、震災直後（3 月 11日）に先遣隊と給

水車が出発したのを皮切りに、調査・応急給水・

応急復旧計画・漏水調査・漏水修繕を目的に宮城

県内の複数の都市に分散し、従事しました。

その後も、平成 23（2011）年 3月に長野県北部

地震、同年 7月の新潟・福島豪雨，平成 28（2016）

年の熊本地震といった大規模な災害が国内で発生

し、その度に災害応援活動を実施しました。

 平成 30（2018）年 1月には北陸地方を記録的な

大寒波が襲い、新潟市では水道管の凍結・破裂が

多数発生したことにより、各浄水場の供給能力を

上回る配水量を記録したため、配水池の貯水量は

危機的な状況となり、やむなく１月 29日と 30 日

の両日、一部地域で、時間を定めて計画断水を実

施しました。

 こうした災害の発生状況を踏まえ、本市ではお

客さまの暮らしを支えるライフラインとして、事

故や災害発生時においても施設被害を最小限に抑

えるよう、水道施設の耐震化とともに、大ブロッ

ク間における連絡管整備を推進するなど、より一

層の安定供給の確保に取り組んでいます。

 また、万一の被災時においても必要な水道水を

お届けできるよう、応急給水体制の充実や都市間

協定を締結して災害時の相互応援体制を確立する

など、災害に強い水道システムの構築を目指して

います。

●東日本大震災に伴う仙台市内での応急給水活動

●平成 30（2018）年 1月の寒波に伴う電話の集中

受付

●平成 29（2017）年 11 月に実施した、さいたま

市との合同防災訓練の様子

持続 現在の新潟市水道 

平成 23（2011）年～令和 2（2020）年
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日本海タワー営業終了 

日本海タワーは昭和 45（1970）年 8月、水道に

対する知識の普及を主な目的として、南山配水場

の建物の屋上部分に増築する形で建設されました。

展望フロアは海抜 57メートルに位置し、約 30分

で 1 周する回転式の床がはめ込まれていることか

ら、来館者はゆっくりと移り変わる風景を楽しん

できました。

開館当初の来館者は年間 10万人を超えていまし

たが、他の高層建築物の開業により年々減少し、

平成 23（2011）年度以降は 2万人を下回ったため、

運営法人が継続を断念しました。その後、本市が

管理を引き継ぎましたが、運営継続には多額の改

修費が必要であったため、平成 26（2014）年 6月

末をもってタワーの運営を終了しました。

新・新潟市水道事業中長期経営計画 

（新・マスタープラン）の策定 

平成 19（2007）年 3月に策定した新潟市水道事

業中長期経営計画（マスタープラン）の計画期間

終了にあたり、引き続き戦略的な事業展開を図る

ため、先の計画を継承する「新・新潟市水道事業

中長期経営計画（新・マスタープラン）」を、平成

27年 3月に策定しました。

「新・新潟市水道事業中長期経営計画（新・マ

スタープラン）」では、先の計画における基本的な

考え方を継承しつつ、新たに「安全」「強靭」「持

続」の 3 つを目指す方向性として掲げ、それらを

実現するために、「水質管理の充実・強化」、「災害

対策・体制の強化」、「経営基盤の強化」といった 8

つの施策を定めました。施策等の実施にあたって

は、具体的な事業・取り組み内容などを定めた「実

施計画」を策定し、環境の変化等を踏まえ、適宜

見直しを行いながら計画的かつ効率的に事業を行

っています。

●昭和 42（1967）年にビル式配水池に生まれ変わ

った南山配水場。屋上の回転式展望台（日本海タ

ワー）は昭和 45（1970）年完成。

●新・新潟市水道事業中長期経営計画（新・マ

スタープラン）
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水道 GLP の更新 

GLP（Good Laboratory Practice）は、日本語で

は優良試験所規範と訳され、水道 GLPには、水質

検査の信頼性を確保するための様々な規則が定め

られています。

公益社団法人日本水道協会により平成 17

（2005）年から開始された当該制度において、本

市は翌平成 18（2006）年に取得。全国で 7番目の

取得となりました。その後、平成 22（2010）年、

平成 26（2014）年の認定の更新に続き、平成 30

（2018）年 4月には 3度目の更新認定が行われま

した。

水道 GLPの更新審査は、現地審査に加え、書類

審査も実施されます。書類審査では、現地審査で

の指摘事項への対応や、規程を始めとした関連文

書の細部に至るまで非常に厳しい審査が実施され

ます。

 本市では、今後も安全でおいしい水道水の供給

ができるよう、水質管理の充実および強化に一層

取り組んでいきます。

持続的な水道事業運営に向けて 

水需要の減少により、本市水道事業の経営環境

が厳しさを増していく中で、将来にわたり、お客

さまに安全な水道水を安定して供給するためには、

経営環境の変化に対応した事業の見直しを常に行

い、経営の効率化と財政基盤の強化に努める必要

があります。

本市でもこれまでに経営基盤の強化に向けた

様々な取り組みを行ってきました。

業務の効率化を図るために、平成 29（2017）年

4 月からは水道料金の収納業務委託を開始したほ

か、安定給水を維持しつつ、次世代へ健全で強靭

な水道を引き継いでいくために、今後 40年先を見

据えた「新潟市水道施設整備長期構想 2020」を策

定しました。ここでは、水需要や更新需要の長期

的な見通しに対し、施設規模の適正化、継続的な

施設更新、自然災害への対策といった視点から、

施設整備に関する今後の対応方針や水道施設の将

来像を示しています。

また、お客さまのニーズに合わせた事業運営の

一環として、令和 2（2020）年 10月からはスマー

トフォンを使用した、水道料金のキャッシュレス

支払いが可能となりました。

 本市は、今後も時代や環境の変化に対応した事

業や取り組みを着実に実行していくことで、基本

理念である「すべてのお客さまに信頼される水道」

の実現を目指していきます。

●水道 GLP（水道水質検査優良試験所規範）認定

証（平成 18［2006］年、全国で 7番目に取得）

●スマートフォンを使用した水道料金の収納
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※地方公営企業法の改正により昭和 42年 1月から

「局長」は「管理者」となる。


